
(様式19)

(1) 補助内容

法律 □ 条例 □ 規則 □ □ 要綱 ■

国 □ (　　) 府 □ (　　) □ (　　) 無 ■

国 □ (　　) 府 □ (　　) ■ (金額未
定) 無 □

□ □ 無 ■

有 ■ 無 □

有 □ 無 ■ 有の場合
その理由

(2) ガイドラインにおける基本的視点

1

2

3

4

(3) 補助効果の測定

名　　称 近畿・中部地区母子寡婦福祉研修大会補助金

新規補助金概要シート

番　　号 所　　管 こども青少年局　子育て支援部　こども家庭課

交付先 公益社団法人　大阪市ひとり親家庭福祉連合会

交付目的
ひとり親家庭及び寡婦の福祉の向上と自立促進を図る、近畿・中部地区母子
寡婦福祉研修大会の経費の一部を補助する。

事業の概要
近畿・中部地区母子寡婦福祉研修大会の実施に要する会場等使用料、講師
等謝礼、こども家庭庁説明資料等印刷費に対する補助

算定額及び積算 補助対象経費×補助率1/2（上限５００千円）にて補助

事業開始年度 令和８年度 交付方法 通常払い（補助金額確定後）

根拠規定等 契約・債務負担行為等

法律・条例等の名称 近畿・中部地区母子寡婦福祉研修大会補助金交付要綱（予定）

補助率等 補助金額　５００千円　：　補助率５０％

財源の有無 その他( 　　　　　)

本市以外からの直接補助 その他(全母子教)

交付先の分類 法人

性質別分類 イベント、大会等事業補助

終　　期 令和８年度

公　　募 有(提案型) 有(提案型以外)

市民の参画

再補助の有無

基本的視点 説明

「公平性」(他団体や市民との間で公平
であり、交付先が適正に決定されてい
る)

当該研修大会の実施のための補助であり、公平性に問題
はない。

効果測定方法 当該研修大会の実施

「必要性」(目的・内容に、補助を行うに
足りる公益性が認められる)

当該研修大会は、近畿府県及び各指定都市の支援者が一
堂に会し、国や各都市におけるひとり親家庭の状況や、母
子寡婦福祉施策の実施状況、各都市での事業判断等の現
状共有を行うことで、本市のひとり親家庭等支援施策の拡
充・縮小の判断につなげるものである。また、各地方公共団
体は母子・父子福祉団体と協力し、福祉を増進する責務を
有する立場でもある。そのため、開催地の地方公共団体は
活動に対して補助を実施している。

「妥当性」(対象経費や金額、補助率が
妥当かつ明確である)

近畿・中部地区母子寡婦福祉研修大会の実施に要する会
場等使用料、講師等謝礼、こども家庭庁説明資料等印刷費
に対する補助であり、補助率は1/2を超えていない。

「有効性」(補助効果があり、他の手法
でなく補助によることが施策目的実現
に最適である)

補助により、当該研修大会を確実に実行することができるも
の。


